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剰余金の配当に関するお知らせ 

 

当社は、2023年５月15日開催の取締役会において、下記のとおり2023年３月31日を基準日とする

剰余金の配当を行うことを決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１．配当の内容 

 
決定額 

直近の配当予想 

(2022 年５月 13 日公表) 

前期実績 

(2022 年３月期) 

基準日 2023 年３月 31 日 同左 2022 年３月 31 日 

１株当たり配当金 １円 50 銭 １円 50 銭 １円 00 銭 

配当金の総額 52 百万円 ― 35 百万円 

効力発生日 2023 年６月 29 日 ― 2022 年６月 29 日 

配当原資 利益剰余金 ― 利益剰余金 

 

２.理由 

当社は、株主の皆さまに対する利益還元を経営の重要課題と認識しており、継続的かつ安定的な

配当を行うことを基本方針としております。 

2023 年 3 月期の連結業績につきましては、売上高は当初予想より若干下回ることとなりまし

たが、前年比からの増加・回復傾向は維持できており、またM&Aの推進により2023年３月期に新

たに取得した新規子会社の業績寄与もあり、各利益で当初予想を上回ることができました。これ等

状況を踏まえ、剰余金の配当は１株あたり１円50銭とすることといたしました。 

今後も引き続きグループ全体でのコスト削減等による財務体質の強化の取組みを継続する一方

で、M&A及び新規事業の開発・検討を推進し企業価値の向上を目指し、自己資本の強化・内部留

保の充実を図りつつ、株主の皆様への継続的・安定的な利益還元に努めてまいります。 

なお、当社は、剰余金の配当等会社法第459条第１項に定める事項について、株主総会の決議に

よらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。 

以 上 

 

 


